
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)保健事業の推進   合併後に策定した「健康きみ

の２１」「きみのいきいき行動

計画」に基づき、検診等の保

健事業を進めています。 

 保健師の業務を業務担当から
地域担当に変更することで、

一体的かつ地域に密着した保

健活動を推進しています。 

 特定健康診査や各種がん検診
のさらなる受診率向上のため、

住民が検診や相談に参加しや

すい環境づくりに努める必要

があります。 

 子どもが健やかに生まれ育つ
ための環境づくりなど母子保

健の充実や、高齢者がはつら

つとした生活が送れるよう老

人保健の一層の充実が求めら

れています。 

 特に、近年増加しているスト
レス等による心の病は積極的

に取り組むべき課題と捉え、

地域の見守り体制を強化し、

相談できる体制づくりが必要

です。 

  「健康きみの２１」「きみのいき
いき行動計画」に基づき保健事

業等を一体的に見直しつつ、健

康診査、相談・教育・指導等の

保健事業を通じ、乳幼児から高

齢者までの健康づくりの支援を

します。 

 保健事業の内容により総合福祉
センターでの実施に加え、地域

担当体制による保健師の訪問指

導等により、住民へのきめ細か

な保健活動や介護予防活動を推

進します。 

 健康診査、各種検診、各種予防
接種などの事業は、対象者への

一層の連絡や啓発などの周知徹

底を進めながら、受診率の向上

を図るとともに、生活習慣病予

防に取り組みます。 

 地域の見守り体制を強化するこ
とやお互いが周囲の人に関心を

持ち、相談できる体制を整備す

ることで心の健康づくりを推進

します。 

 ①保健施設の有効活用 
保健・福祉の拠点である総合福祉セ

ンターを有効活用し住民の健康維持･

増進を図ります。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

保健対策に「満足」「やや満

足」と回答した人の割合

（％） 

    健康診査を積極的に受診

します。 
 

     
     
     事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②包括的・効果的な保健事業の推進 
事業内容や実施方法を見直しなが

ら保健予防事業の推進を図ります。 

 健康診査の普及啓発に努

めます。 
 ５４.７ ６０.０ 

     
特定健康診査受診率（％）      

       実績値(H22) 目標値(H27) 

   ③母子保健対策 
各種教室の開催や乳幼児健診をは

じめ育児相談体制などを含めた母子

保健対策を推進します。 

   ２９.６ ７０.０ 

      
母子訪問指導件数（件）       

      実績値(H22) 目標値(H28) 

       １５２ ２００ 

   ④生活習慣病予防 

疾病予防のための特定健康診査や

各種がん検診のさらなる受診率向上

のための啓発を行い、住民が健診や相

談に参加しやすい環境づくりに努め

ます。 

   
健康増進訪問指導件数（件）       

      実績値(H22) 目標値(H28) 

      ２７３ ３００ 

      
乳幼児健診受診率（％）       

       実績値(H22) 目標値(H28) 

   ⑤感染症予防対策 
予防接種など感染症予防対策を推

進するとともに、新しい感染症には情

報収集をはじめとした迅速な対応に

努めます。 

   ９７.６ １００ 

      ４０歳以上の歯科検診受診

率（％）   
 

 
 

 
 

  
 実績値(H22) 目標値(H28) 

         ９.３ ４０.０ 

            

      ⑥歯科保健対策 
乳幼児から老年期までの生涯にわ

たる歯科保健対策を推進します。 

     
           
           
            
      ⑦心の健康づくり 

専門相談体制の整備と講演会など

の普及啓発活動を通じ心の健康づく

りに努めます。 

     
           
           
           
  

第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

１ 保健事業の充実と健康づくりを進める 

第1節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 

すべての人が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会とするために、疾病の予防に加え、認知

症や寝たきりにならない状態で自立して生活できる期間（健康寿命）の延伸、生活の質の向上を目

標とし、保健事業、健康づくり活動を推進します。特に、生活習慣病を予防する一次予防を重点に

した対策を強力に推進します。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
２)健康づくり活動

の促進 

  「きみのいきいき行動計画」を
策定するとともにダイジェス

ト版を作成し、地域サロン等の

活動紹介を掲載するなど、その

周知と支援に努めています。 
 増加する生活習慣病を抑制す
るため、食生活の改善やスポー

ツを推奨する必要があります。 
 関係機関と協力しながら、国保
医療費や介護給付費の分析を

行い効率的な健康づくりを実

施していく必要があります。 

  広報・啓発活動の推進や教室・
イベントの開催を図り、住民の

健康に対する正しい知識の普及

や健康づくり意識の高揚を図り

ます。 
 住民、関係団体、教育や産業分
野との連携の強化を図り、あら

ゆる機会を通じて、地域ぐるみ

で食育の推進を図ります。 

 ①健康づくりの推進 
より多くの住民が疾病や介護予防、

健康増進等の正しい知識を身につけ、

健康づくりへの意識が高まるよう、健

康増進に関するイベントや、地域サロ

ン等での健康教室や健康相談を実施し

ます。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

自分が「健康」「やや健康」

だと感じている人の割合

（％） 

   健康づくり活動に積極的

に参加します。    
   
   事業者の役割 現況値(H23) 目標値(H28) 

   従業員の健康づくりに積

極的に取り組みます。 
６９.３ ８０.０ 

     
健康教育の参加者数（人）       

   ②食育の推進 
子どもから高齢者までの生涯を通じ

た健全な食生活の実現と食文化の継

承、健康の確保が図られるよう、関係

機関との連携のもと、食の面から町民

の健康づくりを総合的に推進します。 

   実績値(H22) 目標値(H28) 

      １７２ ２００ 

      
健康相談の参加者数（人）       

         実績値(H22) 目標値(H28) 

         ８０ １００ 
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第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)地域医療体制の

充実 

  町内には、地域医療の拠点病
院として国保野上厚生総合病

院(海南市・紀美野町一部事務
組合)があり、診療所や関係医
療機関との連携のもと住民の

医療ニーズに対応しています。

また、国保野上厚生総合病院

附属看護専門学校の開校や和

歌山県立医科大学附属病院へ

の医師派遣要請により、医師

・看護師不足の対策に努めて

います。 
 国吉・長谷毛原診療所は常駐医
師の勤務により、地域住民のか

かりつけ医を確保し、安心して

医療を受けることができる体

制を整えています。 
 休日、夜間等緊急時は、休日当
番医、夜間救急センター等を利

用し、必要により医師および救

急隊員の判断でドクターヘリ

の要請も行っています。 
 今後、高度化・多様化する医療
ニーズに対応するため、広域的

に関係機関と連携して地域医

療および緊急医療体制の充実

が必要です。 

  医師・看護師の人材確保に努め
るとともに、計画的に高度医療

機器の維持更新を行い、効果的

な医療体制を整えます。 
 地域の医療を確保するため、診
療所の医師確保を図り、安心し

て地域の医療機関で受診できる

体制の充実に努めます。 
 海南海草休日医療対策協議会に
おいて、医師会等との協議によ

り現行休日当番医の制度の充実

を進めます。 
 医療ニーズの高度化、多様化に
対応し、地域で安心して医療が

受けられるよう、医療機関と連

携した広域での医療体制の充実

を図ります。 

 ①へき地医療拠点病院の機能整備 
国保野上厚生総合病院の機能整備

と国保診療所との協力体制を進めま

す。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

医療機関の充実に「満足」

「やや満足」と回答した人

の割合（％） 

    健診への参加をはじめ、

生きがいのある生活、正

しい食生活などの健康づ

くりに取り組みます。 

 
     
     
      現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②診療所機能の充実 
より身近な医療機関としての診療

所の医師確保に努め、かかりつけ医と

しての機能を保持します。 

 事業者の役割  ３９.６ ５５.０ 

    受動喫煙を防止するため、

職場内の禁煙や分煙に取

り組みます。 

 かかりつけ医がいると答え

た人の割合（％）      
  

 
   現況値(H23) 目標値(H28) 

  ５８.２ ７０.０ 

   ③緊急医療の充実 
救急、休日、夜間等の医療ニーズに

応えられるよう、現行休日当番医制の

充実に努めるとともに、町内外の医療

機関との連携のもと緊急医療体制の

一層の強化を図ります。 

     

       
       
       
       
       
        
        
        
        

 
  

 

２ 安心できる医療体制をつくる 

保健・福祉と医療との連携を強め、住民の健康維持・増進を図りながら、安心して身近に医療を

受けることができるよう、地域医療体制の充実を図ります。また、医療費適正化への対策を強化し、

国民健康保険事業の健全運営に努めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
２)国民健康保険事

業の運営 
  「紀美野町保険通信」の発行、

国保しおりの活用により制度

に関する知識の普及、ジェネ

リック薬品＊の普及促進パン

フレットの活用により国民健

康保険制度への関心を高めて

います。 
 医療費抑制のため生活習慣病
に重点を置いた特定健診の受

診勧奨の取り組みや人間ドッ

ク、脳ドックを実施していま

すが、被保険者数は減少して

いるものの、依然として１人

当たりの医療費が増加傾向に

あり、医療費を抑制する対策

が必要となっています。 

  医療費の適正化を図るため、ホ
ームページや広報、啓発用パン

フレットにより啓発に努めます。 
 特定健診受診率の向上のため、
健診内容の見直しや本来の集団

検診・医療機関個別健診受診勧

奨を行います。 
 

 ①国保制度および事業の情報提供・啓発 
医療費の適正化を図るため、ホーム

ページや広報紙並びにパンフレット

等の活用により啓発に努めます。 

 住民の役割  １人当たりの医療費（国保

加入者に限る）（円）     保険税を滞りなく納付す

るよう心がけるとともに、

日頃から健康づくりに取

り組みます。 

 
     実績値(H22) 目標値(H28) 

     354,310 300,000 

      人間ドック・脳ドック受診

件数（件）    ②国保事業の安定 
集団検診・医療機関個別健診受診勧

奨により受診率を向上させ、その情報

をもとに健康教室の開催や訪問指導

等保健事業を活用して医療費の適正

化に繋げます。 

 事業者の役割  
    国民健康保険事業の仕組

みについて、広報、普及

啓発に努めます。 

 実績値(H22) 目標値(H28) 

     ２３８ ２３８ 

     
       

        

         

        
        
        

 

○用○語○解○説  
ジェネリック薬品…特許が切れた医薬品を他の製薬会社が製造あるいは供給する医薬品のことである。 

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)地域福祉推進体

制の強化 

  「健康きみの２１」等の計画
と整合性を図りながら、地域

福祉計画・健康づくりの推進

計画・食育推進計画を一体的

に包括した「きみのいきいき

行動計画」を策定し、保健・

医療・福祉が連携を図り、町

民と行政の協働による地域福

祉の推進に取り組んでいます。 

 地域でのつながりが希薄とな
る中で、町民同士が支え合い、

身近な地域で多様な福祉サー

ビスが利用でき、安心して暮

らしていける体制づくりを進

めていく必要があります。 

  平成２３年度の「きみのいきい
き行動計画」の見直しに伴い、

地域福祉の推進を目的として社

会福祉協議会がこの計画と整合

性をもった紀美野町地域福祉行

動計画を策定できるように支援

していきます。 
 住民誰もが住み慣れた地域で安
心して生活ができるように、行

政、社会福祉協議会、民生委員・

児童委員、町内会、ボランティ

ア、その他活動団体などとの協

働による地域福祉活動の一体的

な推進を図ります。 

 ①地域福祉活動の推進 
紀美野町地域福祉行動計画の策定

により、民間の活動・行動計画ができ、

行政と社会福祉協議会、住民が一体と

なって地域福祉を推進します。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

誰もが住んでいる地域が

「住みやすい」「少し住みや

すい」と回答した人の割合

（％） 

    福祉ボランティア活動に

積極的に参加します。 
 

     
     

事業者の役割 
     ボランティア活動への理

解を深め、人材の確保・

育成に協力します。 

 現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②組織的な活動体制の整備 
社会福祉協議会を中心に各種団体が

相互に連携し、地域で支え合う組織的

な活動体制を支援します。 

  ４９.８ ８０.０ 

     社会福祉協議会の会員数

（人）       
      実績値(H22) 目標値(H28) 

       １７７ ２００ 

   ③指導者、ボランティア等の確保・育成 
認知症サポーター養成や傾聴ボラ

ンティア養成などの啓発活動を広げ

るため、現在行っている職員による講

師役を、住民に担ってもらえるよう講

師を養成します。 

   
地域見守り協力員数（人）       

      現況値(H23) 目標値(H28) 

      ２３ １００ 

          
          
           
           
２)地域福祉活動の

展開 

  地域住民がリーダーとなり実
施される地域サロン事業を町

内全域に広め、４０箇所近く

実施されています。今後は、

サロンリーダーの意欲保持や

関係機関とのつながりの形

成、新たな担い手確保への支

援が必要となっています。 

  地域での支え合い活動を推進す
るため、地域サロン事業やボラ

ンティア活動などの促進を継続

して行います。 

 ①ボランティア活動の促進 

従来の町広報紙等によるＰＲ活動

をしつつ、関係部署と連携して住民の

自主的な福祉活動への参画機会を増

やします。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

ボランティア等まちづくり

活動に「積極的に参加」「な

るべく参加」している人の

割合（％） 

    地域の見守り活動やサロ

ン活動などの地域福祉活

動に積極的に参加します。 

 
     
     
    事業者の役割  
     地域福祉活動が円滑に実

施されるよう、行政と連

携し情報提供や人材育成

などの支援に努めます。 

 現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②地域の支え合いの推進 
地域サロン事業の新規立ち上げに

加え、既存サロンは地域づくりの拠点

となり続けられるよう支援します。 

  ３０.１ ５０.０ 

     
地域サロン登録者数（人）         

         現況値(H23) 目標値(H28) 

          ８３３ １,０００ 

            

 
  

 

１ 地域で支え合う福祉を進める 

第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 

地域福祉計画の策定により、ボランティア育成や地域福祉活動のあり方を明らかにし、計画にそ

って着実な地域福祉体制の充実を図ります。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
３)福祉対応の環境

整備 

  コミュニティバスによる移動
支援や、高齢者の住宅改修補

助等を行っています。移動支

援として福祉有償運送も実施

していますが、運営主体であ

る社会福祉法人の提供できる

サービスには限界があり、ニ

ーズに応えきれていないのが

現状となっています。 

  さまざまな目的に応じた社会参
加が可能となるよう、バリアフ

リー化を推進するとともに、今

ある資源を有効に活用して、地

域全体で支えあう体制づくりに

努めます。 

 ①暮らしのバリアフリー化の促進 
国や県の補助金を活用しつつバリ

アフリー化を進めます。また、移動支

援などは行政のみならず介護保険サ

ービス事業所やシルバー人材センタ

ー等と連携し、地域全体で支えあう体

制づくりを推進します。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

障害者福祉・自立支援に「満

足」「やや満足」と回答した

人の割合（％） 

    福祉ボランティア活動に

積極的に参加します。 
 

     
     
    事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

    事業所のバリアフリー化

に努めます。 
 １３.４ ５０.０ 

      
     

 
 
  

            

            

 
  

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)保育所機能の充実   保護者の多様な就業形態に対

応するため１歳児保育、延長

保育を実施し、保育機能の充

実を図っています。また、保

育所の新築や耐震補強工事を

行いました。今後も、保護者

の多様なニーズに応えられる

よう、職員の資質向上や保育

内容の充実を図り、子どもの

生活の場としてふさわしい保

育環境を確保していくことが

必要です。 

  保護者が仕事と両立できる保育
機能の充実を図るとともに、今

後の児童数の推移を見極めつ

つ、保育施設の適切な統合整備

を検討します。 

 ①仕事と両立できる機能整備 

保育所機能のさらなる充実のため

に、保護者のニーズに応じて０歳児保

育や一時保育の実施についても検討

します。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

保育サービスや子育て支援

に「満足」「やや満足」と回

答した人の割合（％） 

    保育所機能を有効に利用

し、子どもが健全に育つ

よう努めます。 

 
     
     
    事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

     情報の発信や活用に努め

ます。 
 ２３.９ ４０.０ 

   ②保育所施設の整備 
施設の老朽化や児童数の推移を見

極めつつ、統廃合を含めた整備を検討

します。 

  
１歳児保育の利用者数（人）      

      現況値(H23) 目標値(H28) 

      ２５ ２５ 

        
        

           
           
２)子育て支援の充実   野上第１保育所に子育て支援

センターを開設し、気軽に相

談できる体制づくりを進めま

した。また、総合福祉センタ

ーや公民館などを活用し、子

育て相談や保護者・子どもの

交流促進を行っています。 
 学童保育所、児童館、公民館
等では、子どもの居場所づく

りに積極的に取り組んでいま

す。 
 子育てと仕事が両立でき、子
どもたちが地域で健やかに育

つためにも、地域と行政が連

携して、子育てがしやすい地

域環境づくりが求められてい

ます。 

  児童相談所や保育所、学校等と
の連携を強化するとともに、子

育て支援センター等での相談機

能の充実や親同士、子ども同士

の交流機能の充実を図ります。 
 学童保育所、児童館、公民館等
で放課後の子どもの居場所づく

りと安全確保に努めます。 
 引き続き、乳幼児から中学３年
生までの医療費助成など、家庭

への経済的負担の軽減に努めま

す。 
 

 ①子育て支援対策機能の拡充 
利用者の意見を反映し、ニーズに合

った子育て支援センター等の事業の

拡充に努めます。 

 住民の役割  子育て支援センターの年間

利用者数（人）     地域ぐるみでの子育て支

援に参加します。また、

子育て支援センターを交

流の場として活用します。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     １,０００ １,２００ 

      
学童保育所の充足率（％）    ②家庭教育の支援 

子育て支援センターを核として家

庭教育学級の充実に努めます。 

 事業者の役割  
    子育てをしながら働きや

すい労働環境をつくりま

す。 

 現況値(H23) 目標値(H28) 

     ９７.０ １００ 

       
   ③子どもの居場所づくりと安全確保 

学童保育所、児童館、公民館等の運

営により子どもたちの居場所づくり

に努めるとともに地域で子どもを見

守る活動を推進します。 

   
        

        

        
        
         
   ④子育て助成費の支給 

次代の社会を担う子ども一人ひと

りの成長を社会全体で応援するとと

もに、子育てに伴う保護者の経済的負

担の軽減を図ります。 

     

           
           
          
 

 

２ 地域で子育て環境を整える 
 

子育て世代が安心して暮らせるまちにするため、働きながら子育てができる環境、お互いに声を

かけ合い支え合う地域、子どもがたくましく健やかに育つ環境、子どもが安心して過ごせる環境、

子育てに理解と協力がある環境づくりなどを総合的に進めます。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)高齢社会への対応   「きみの長寿プラン２００６・

２００９」に基づき高齢者保健

福祉を推進しています。 

 きみのネットワーク委員会を
設置し、地域とのネットワー

クを強化することで、高齢者

の尊厳を守るための検討や啓

発に努めています。 

 今後は、地域で安心して生活
するために、介護サービスに

頼らない安心した居住の確保

等、さまざまな分野でのサー

ビスを一体的に検討し、推進

していくことが必要となって

います。 

  「きみの長寿プラン２０１２」
に基づき、地域包括ケアの実現

に向けて、介護保険サービスの

充実や関連分野との連携を引き

続き図ります。 

 地域ボランティアの育成を通じ
身近な地域での支え合い（共助）

を育てる取り組みを行います。 

 ①関連計画の改定 
高齢者の保健福祉と介護保険の取

り組みの基本となる「きみの長寿プラ

ン」の見直しを的確に行います。 

 住民の役割  町民アンケート調査より、

高齢者福祉・高齢者の能力

活用に「満足」「やや満足」

と回答した人の割合（％） 

    地域のボランティア活動

に積極的に参加します。 
 

     

     事業者の役割  現況値(H23) 目標値(H28) 

   ②地域で支えるケアネットワークの

構築 
住民のボランティア意識を高める

ことで地域の支え合いの強化をめざ

し、高齢者が安心して住めるまちづく

りに努めます。 

 地域と連携し、ボランテ

ィア活動を支援します。 
 ２３.６ ４５.０ 

     高齢者人口に占める要介護

認定者数の割合（％）      
      現況値(H23) 目標値(H28) 

      ２４.４ ２２.５ 

       
        
        
        
        

           
           
２)介護保険施設等の 

充実 

  「きみの長寿プラン２００６・
２００９」に基づき介護保険施

設等の整備が進んでいます。 
 介護サービスのうち、施設入
所の希望者が多く、介護給付

費の高騰が続いています。 

  高齢者のニーズに対応した介護
保険施設等を確保するため、民

間法人と連携した施設整備を進

めます。 

 ①介護保険施設等の整備 

高齢者のニーズに対応した施設等

のサービスの充実については、現状を

検討しながら民間法人と連携した施

設整備に努めます。また、介護給付費

の高騰抑制などの観点から、今後は地

域で安心して生活できるように介護

サービスに頼らない居住や買い物・交

通対策にも努めます。 

 住民の役割  町内介護保険施設の数 

（箇所）     可能な限り健康で自立し

た生活を送ることができ

るよう、介護予防に取り

組みます。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ３ ３ 

     地域密着型サービス※４の

数（箇所）     事業者の役割  
       利用者のニーズに対応し

たサービスの提供に努め

ます。 

 現況値(H23) 目標値(H28) 

        ２ ３ 

         
   ※４ 地域密着型サービスとは

要介護や要支援状態となって

も、可能な限り住み慣れた自宅

や地域での生活が継続できるよ

うにするためのサービスを指し

ます。 

   

 
  

 

１ 高齢者福祉の充実と高齢者の能力活用を進める 

第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを進める 

介護サービス基盤の整備と地域包括ケアシステムの確立、在宅福祉対策の充実、高齢者の介護予

防・健康づくり、自立生活の促進など、高齢化社会における課題と本町の状況を勘案し、高齢者が

安心して生活できる環境づくりを進めます。また、生きがい活動の推進と社会参加を促進するとと

もに、シルバー人材センターの運営など高齢者が参画するまちづくりを実現します。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

 
３)在宅福祉対策の

推進 

  介護保険では対応できない日
常生活用具の貸与や給付、特

定高齢者候補者に対する介護

予防、地域密着型サービスな

ど、総合的に在宅福祉対策を

推進しています。 
 介護予防は在宅福祉対策の大
きな位置づけにあり、地域サ

ロンを利用して講習会等を実

施しています。 
 介護保険サービスの充実だけ
ではなく、さまざまな分野で

のサービスを一体的に検討し、

推進していくことが必要です。 
 地域住民の総合相談窓口とし
て地域包括支援センターを運

営し、住みよい地域づくりの

ため、さまざまな機関とのネ

ットワークづくりなど地域住

民を多方面から支援できる体

制づくりに取り組んでいます。 

  高齢者が住み慣れた地域で自立
した在宅生活を送ることができ

るように、医療との連携や生活

支援サービスの確保などを包括

的・継続的に推進します。 
 地域サロンやその他の集まりを
利用して介護予防の知識の向上

と意識の啓発を図ります。 
 介護保険サービスを適切に選択
し利用できる環境づくりや、需

要に応じた基盤整備と質の向上

をめざします。 
 地域包括支援センターがその役
割を十分に発揮するため、住民

への周知に努めるとともに、地

域のネットワーク構築に向けた

取り組みを推進します。 
 

 ①在宅支援 
高齢者の生活支援の充実に努める

とともに、在宅で介護している家族の

介護負担が軽減できるように支援の

拡充をめざします。 

 住民の役割  介護サービス利用者のうち

在宅サービス利用者の割合

（％） 

    介護予防や健康づくり活

動に積極的に参加します。 
 

     
     現況値(H23) 目標値(H28) 

    事業者の役割  ６４.８ ７０.０ 

     生活における支援サービ

スの充実に努めます。 
 
 

介護予防教室等への延べ参

加者数（人） ②介護予防の推進 
保健事業や健康づくりと連動し、高

齢者の介護予防事業を推進します。 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

      ４５０ ７００ 

         

   ③介護保険サービスの充実 
地域の特性や実情に応じた介護・介

護予防サービスが利用できるよう地

域密着型サービス運営委員会により

サービス事業所の指定、指導監督に努

めます。 

     

        
        
        
        
        
         
   ④地域包括支援センター機能の整備 

住民の総合相談窓口業務および医

療・介護・予防・住まい・生活支援サ

ービスが切れ目なく提供されるため

の調整役として、地域包括支援センタ

ーの役割強化と周知を重点的に行い

ます。 

     
        
       
       

          
          
   
           
           
           
 
  

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
４)介護保険制度の

運営 

  地域包括支援センターを中心
に介護予防の強化や相談体制

の充実などを図りました。 
 介護給付費は毎月１億円以上
の給付費となっており、町の

負担も相当大きくなっていま

す。そのため、町を挙げての

根本的な対策を考える必要が

あります。 

  被保険者が介護保険制度の仕組
みを理解し、制度の円滑な運営

ができるように周知・啓発に努

めます。 
 高齢者の居場所づくりを含め、
地域サロンを活用した介護予防

事業を推進します。 
 介護保険サービスの質の向上や
適正なサービス提供等のための

取り組みを推進します。 

 ①制度等の周知 
パンフレット等を利用した介護保

険制度の周知・啓発に努めます。 

 住民の役割  介護保険加入者の給付費総

額（１号被保険者１人あた

り年額）（千円） 

    健康づくり活動に積極的

に参加します。 
 

     
      実績値(H22) 目標値(H28) 

   ②介護予防の強化 
介護保険事業所と連携し、介護予防

を中心とした介護サービス内容の充

実に努めます。 

 事業者の役割  ３５５ ３５０ 

    介護保険制度を理解し、

適切なサービスの提供に

努めます。 

 介護サービスに関する苦情

相談件数（件）      
     実績値(H22) 目標値(H28) 

       ５ ３ 

   ③運営体制の強化 
申請者や要介護認定者の増加に対

応し、認定事務の迅速化など適切な事

務処理と円滑な制度運営が行えるよ

う介護保険事業の運営体制の強化に

努めます。 

    

          

          

          

          

          

           

           

５)生きがい・まちづ

くり活動の推進 

  「地域サロン」と「ふれあい
ルーム」では高齢者の活躍の

場の提供と子どもたちとの世

代間の交流が図られています。 

 老人クラブは、会員加入率の
低下や老人クラブ自体の高齢

化が懸念されています。 

 高齢者の長年にわたり培われ
た技術や知識を生かし、まち

づくり活動にも大きく貢献し

ているシルバー人材センター

は、平成２２年に法人化され

良好に運営されています。  

  今後も世代間の交流の場として
地域サロン事業などを進めます。 

 老人クラブについては、会員加
入促進活動を強化するととも

に、体力づくり、介護予防活動

の推進に努めます。 
 まちづくりには高齢者の豊富な
知識と経験が必要とされてお

り、生きがいづくりの場でもあ

るシルバー人材センターの支援

を継続します。 

 ①社会参加の推進 
高齢者が、元気でその知識と経験を

生かし、まちづくりに参加できるよう

な機会を創設していきます。また、地

域コミュニティが保てなくなってく

ることが予想される状況で、シルバー

人材センターの存在意義は大きく会

員の加入促進活動を強化します。 

 住民の役割  
地域サロン設置数（箇所）     地域ぐるみで高齢者を支

えるまちづくりに参加し

ます。また、できる限り

健康で自立した生活を送

ることができるよう、介

護予防に取り組みます。 

 
     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ３７ ６１ 

     ６０歳以上人口に占める老

人クラブ会員の割合（％）      
     実績値(H22) 目標値(H28) 

    事業者の役割  ４２ ６０ 

     高齢者が元気でその知識

と経験を生かし、まちづ

くりに参加できるよう支

援します。 

   
        
        
       
         

  

 
第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

            
１)障害の予防、早期

発見 

  乳幼児健診等により障害の早
期発見を図るとともに、相談

支援事業所、保健所や医療機

関と連携しながら相談体制の

充実に努めています。 

 身体障害者のうち６５歳以上
が８割を占めており、疾病予

防や介護予防に力を入れる必

要があります。 

  障害の早期発見、早期療育のた
め、乳幼児健診のさらなる充実

とフォロー体制の整備、保育所、

学校保健、医療機関、訓練機関

等との連携を図ります。 
 脳卒中予防や転倒予防などを通
じて障害の予防を積極的に進め

ます。 

 ①保健対策の充実 
障害の早期発見、早期療育のため、

健診のさらなる充実とフォロー体制

の整備を行い、関係機関との連携を持

ちつつ、生活習慣病の予防や運動機能

の向上により障害の予防を図ります。 

 住民の役割  
発達相談者数(人)     定期的な健康診査の受診

とともに健康づくり活動

に積極的に参加します。 

 
     実績値(H22) 目標値(H28) 

     ２６ ２６ 

    事業者の役割  
     健康診査の受診勧奨とこ

ころの健康の保持増進に

配慮するよう努めます。 

 
        

   ②相談体制の充実 
関係機関との連携により相談と指

導の体制を充実します。 

    

       
   
           
 
２)障害者援護対策

の推進 

 

  障害者が地域で自立した生活
を送るためには、障害者の適

性や能力に応じた就労や地域

活動、スポーツ・文化活動な

どへの社会参加ができる機会

が必要です。 
 入所施設は常に満員状態であ
り、入所を希望する障害者は、

待機状態となっています。ま

た、グループホームなどの施

設整備も十分ではありません。 
 就労に関しては地域自立支援
協議会に就労部会を設置し、

就労支援に取り組んでいます。 

  地域の関係機関やサービス事業
所と連携し、障害者が安心して

地域で生活することができるよ

う、障害福祉サービスなどを充

実するとともに、利用に必要な

支援を行う体制の強化を図りま

す。 
 障害者の雇用については、公共
職業安定所や関係機関と連携

し、障害者の適性に合致した働

く場を斡旋できるように支援し

ます。 
 グループホームなどの施設整備
を推進し、一人暮らしが困難な

知的障害者や精神障害者の生活

の場の確保に努めます。 

 ①総合的・計画的な推進 
紀美野町障害者基本計画および障

害福祉計画に基づき障害者福祉対策

の推進を図ります。 

 住民の役割  
障害者の入所者数（人）     安心して生活できる環境

づくりに協力します。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 
１４ １４ 

     事業者の役割  グループホーム・ケアホー

ム利用者数（人）    ②障害者自立支援制度の運営 

平成２５年８月制定予定の障害者

福祉法（仮称）に基づき障害者自立支

援制度の円滑な運営を図ります。 

 障害者を積極的に雇用し

ます。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     ６ ８ 

      補装具等支給事業申請件数

（件）        
   ③在宅支援サービスの充実 

関係機関との連携を図りながらサ

ービスの充実に努めます。 

   現況値(H23) 目標値(H28) 

      ３７ ３５ 

        

         

   ④活動・就労支援 
公共職業安定所を中心に、支援学

校・社会福祉施設・就労継続支援事業

所とのネットワークづくりを含めさ

らなる雇用の場の拡大に努めます。 

     

          

          

          

            

      ⑤通所・入所施設の整備 
グループホームやケアホームなど

への支援に努め、在宅生活が困難な障

害者の施設への通所および入所を円

滑化します。 

     

           

  

２ 障害者福祉の充実と自立を支援する 

障害者（児）が地域社会のなかで、安心して、自分らしく生き生きと生活できる社会の実現をめ

ざし、援護対策を充実します。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 
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施策  
現況と課題 

 
施策の展開方向  

主要事業  
協働の方針  

成果指標 

           
１)生活の援護   ひとり親家庭の医療費助成事

業は、ひとり親家庭の医療費

の一部を助成することにより

適切な医療を受けられ、健康

の保持および経済的負担の軽

減に繋がっていますが、対象

者の増加により財政的負担が

膨らむことが懸念されます。 

 児童扶養手当制度および母子
福祉貸付制度などの各種制度

を民生委員・児童委員、母子

相談員と連携しながら周知を

行っています。 

 生活保護者は増加の傾向にあ
り、民生委員・児童委員の正

しい判断により、真に保護を

必要とする者が適切に受けら

れるよう努めています。 

 毎月発行する町広報紙に国民
年金制度や趣旨のＰＲを掲載

し、日本年金機構との連携に

より円滑な事務手続きに努め

ています。 

  ひとり親家庭の生活実態を把握
し、町の助成を進めていきます。 

 制度の周知を図るとともに、民
生委員・児童委員などと連携し

ながら住民の相談、指導の充実

に努めます。 
 各種援護制度の適正な活用によ
り生活保護者を支援します。 

 国民年金制度の理解と加入を促
すため制度改正等の情報提供に

努めます。 
 

 ①ひとり親家庭の援護対策 
経済的負担の軽減を図るため、対象

者の生活状況を把握しながら支援し

ます。 

 住民の役割  
生活保護世帯（%）     年金制度への理解を深め

加入します。 
 

     現況値(H23) 目標値(H28) 

     １.２ １.０ 

     事業者の役割  
国民年金加入率（％）    ②低所得者の援護対策 

町の広報紙等を活用し民生委員・児

童委員の名簿を掲載するなど、住民が

生活や悩みごとの相談がしやすいよ

う周知に努めます。また、要援護者に

対しては世帯の状況に応じて自立で

きるよう支援します。 

 気軽な相談ができるよう

努めます。また、年金の

適正加入の推進を図りま

す。 

 
     現況値(H22) 目標値(H28) 

     ９４.６ １００ 

      

       

       

       

        

   ③無年金者の解消 
国民年金制度の正確な情報提供の

周知を図り、年金受給権の確保のた

め、納付意識の啓発および正しい年金

制度への理解と関心を高めることを

めざします。 

    

       

       

       

       

       

        

        
        
        

           
 
 

 

３ 自立する生活を支援する 

ひとり親家庭、低所得者など援護を必要とする人たちが自立して生活できるよう支援を進めます。

また、住民皆年金を目標に、老後の生活の安定を図る国民年金制度の理解と加入を促進します。 

第１章 みんなでつくるまちづくり（協働と交流） 
第２章 住みやすいまちづくり（快適な暮らし） 
第３章 安全・安心なまちづくり（安全・安心な暮らし） 
第４章 福祉の充実したまちづくり（心豊かな暮らし） 

第５章 豊かな教育をめざすまちづくり（生涯学習） 
第６章 活気のあるまちづくり（活力ある産業） 
第７章 行財政改革をめざすまちづくり（自治体運営） 

第１節 生涯にわたり住民の健康を守り、育む 
第２節 住民が相互に支え合う福祉を進める 
第３節 誰もが生きる喜びを持てるまちづくりを

進める 
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